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新規制基準批判・補充書２(「考え方」の立地審査指針の記述に対する反論) 

第１ はじめに 

債務者が，立証趣旨を「新規制基準における立地審査指針の位置づけについ

て証する」として，原子力規制委員会作成の平成２８年８月２４日付「実用

発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」(乙２５９。以下「考え方」

という)を提出しているので，「考え方」の第６章「§６ ６－１ 立地審査

指針」(２８２頁以下)について，反論を加えておく。 

第２ 「６－１－１ 立地審査指針は，どのようなもので，どのような役割を果た

していたのか」について 

１ 「１ 立地審査指針の概要」について 

「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断の目安について」(昭和３９

年５月２７日原子力委員会決定。「立地審査指針」という)が，平成２４年改

正前の原子炉等規制法２４条１項４号の「災害の防止上支障がないものであ

ること」の基準を具体的に記載した指針の１つで，「陸上に定置する原子炉の

設置に先立って行う安全審査の際，万一の事故に関連して，その立地条件の

適否を判断するためのもの」であったことを記述しており，この点には異論

はない。 

２ 「２ 立地審査指針の構造」について 

立地審査指針の構造についての以下の記述について，概ね異論はない。但，

「(３)立地審査指針により判断する事項」(「考え方」２８５～２８６頁）に

おいて，①の原則的立地条件(立地審査指針１，１(１))を除外したようなまと

めをしているのは問題である。 

（１）立地審査指針の構成 

立地審査指針は，「基本的考え方」，「立地審査の指針」及び「適用範囲」  

を示す「原子炉立地審査指針」(別紙１)と，「原子炉立地審査指針を適用す

る際に必要な暫定的な判断の目安」(別紙２)で構成されている。 
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（２）「基本的考え方」 

「基本的考え方」は，「原則的立地条件」と「基本的目標」で構成されて

おり，夫々，次のように規定されている。 

ア 「原則的立地条件」 

① 大きな事故の誘因となるような事象が家屋においてなかったことは

勿論であるが，将来においても考えられないこと。また，災害を拡大

するような事象も少ないこと(立地審査指針１，１(１))。 

② 原子炉は，その安全防護施設との関連において十分に公衆から離れて

いること(立地審査指針１，１(２))。 

③ 原子炉の敷地は，その周辺も含めて，必要に応じ公衆に対して適切な

措置を講じうる環境にあること(立地審査指針１，１(３))。 

イ 「基本的目標」 

     ａ敷地周辺の事象，原子炉の特性，安全防護施設等を考慮し，技術的見

地から見て，最悪の場合には起きるかもしれないと考えられる重大な

事故(以下「重大事故」という)の発生を仮定しても，周辺の公衆に放

射線障害を与えないこと 

     ｂ更に，重大事故を超えるような技術的見地から起きるとは考えられな

い事故(以下「仮想事故」という)(例えば，重大事故を想定する際には

効果を期待した安全防護施設のうちいくつかが動作しないと仮想し，

それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想して

も，周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと 

     ｃなお，仮想事故の場合には，集団線量に対する影響が十分に小さいこ

と             

（３）「立地審査の指針」 

上記「基本的目標」を達成するため，少なくとも次の３つの条件が満たさ

れていることを確認しなければならない。 
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ア 基本的目標ａを達成するため 

基本的目標ａを達成するため，少なくとも，「原子炉の周辺は，原子炉か

らある距離の範囲内は非居住区域であること」を要求している。ここに

いう「ある距離の範囲」としては，重大事故の場合，もし，その距離だ

け離れた地点に人がいつづけるならば，その人に放射線障害を与えるか

もしれないと判断される距離までの範囲をとるものとし，「非居住区域」

とは，公衆が原則として居住しない区域をいうものとするとされている。

そして，この「ある距離の範囲」の判断の目安としては，甲状腺(小児)

に対し１.５Ｓｖ，全身に対して０.２５Ｓｖとされている。 

イ 基本的目標ｂを達成するため 

基本的目標ｂを達成するため，少なくとも，「原子炉からある距離の範囲

内であって，非居住区域の外側の地帯は，低人口地帯であること」を要

求している。ここにいう「ある距離の範囲」としては，仮想事故の場合，

何らの措置を講じなければ，範囲内にいる公衆に著しい放射線災害を与

えるかもしれないと判断される範囲をとるものとし，「低人口地帯」とは，

著しい放射線災害を与えないために，適切な措置を講じうる環境にある

地帯(例えば，人口密度の低い地帯）をいうものとされている。そして，

この「ある距離の範囲」の判断の目安としては，甲状腺(成人)に対し３

Ｓｖ，全身に対して０.２５Ｓｖとされている。 

ウ 基本的目標ｃを達成するため 

基本的目標ｃを達成するため，少なくとも，「原子炉敷地は，人口密集地

帯からある距離だけ離れていること」が求められている。ここにいう「あ

る距離」としては，仮想事故の場合，全身線量の積算値が，集団線量の

見地から十分受け入れられる程度に小さい値になるような距離をとるも

のとされている。そして，この「ある距離」の判断の目安としては，外

国の例(例えば２万人Ｓｖ）を参考とすることとされている。 
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３ 「３ 深層防護の考え方と立地審査指針の関係」について 

「考え方」は，ＩＡＥＡにおいても採用されている深層防護の第４，第５の

レベルの防護対策が法的要求事項とされていなかった事実を認めながら，立

地審査指針の離隔要件が第４の防護レベルに一定の役割を担ったとか，立地

審査指針の低人口地帯の要求が第５の防護レベルの領域である防災活動を容

易にする効果を意図するものであったとしているが，明らかに牽強付会であ

り，次に述べるように，立地審査指針は既許可の原子力施設の審査において

機能しておらず，この意味においても，「考え方」の上記記述は，実体を伴わ

ないものである。 

４ 「４ 既許可の原子炉施設に対する立地審査指針の適用結果」について 

（１）「考え方」の記述 

「考え方」は，既許可の原子炉施設に立地審査指針の基本的目標を適用し

た結果は，次のとおりで，立地審査指針が原子炉施設の許可に影響するも

のでなかったことを認めている。立地審査指針が指針として機能しなかっ

た事実を認めている事実は重要であるが，「考え方」がそこに留まり，機

能しなかった原因を直視し，機能させるための立地審査指針の改定に触れ

もしなかった事実は，看過し難い。 

  ａ重大事故の発生を仮定した上で，めやす線量を超える区域，すなわち敷

地周辺の公衆に放射線による確定的影響を与えないための区域である

「非居住区域」は，発電所敷地内に収まっていたため，敷地外において

「非居住区域」の設定はされず，敷地境界ではめやす線量未満となって

いた。 

  ｂ仮想事故の発生を仮想した上で，めやす線量を超える地帯，すなわち適

切な措置を講じうる環境にある地帯である「低人口地帯」は，発電所敷

地内に収まっていたため，敷地外は「低人口地帯」である必要はなく，

敷地境界ではめやす線量未満となっていた。 
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  ｃ仮想事故の発生を仮想した上で，めやす線量を超えるような人口密集地

帯に近接した立地地点は，日本国内に存在しなかった。大都市である東

京や大阪が含まれる方位に放射性物質が流れるという想定をする場合が，

全身線量の人口積算値が最大となることが多いが，その場合においても

めやす線量未満となっていた。 

（２）①の原則的立地条件(立地審査指針１，１(１))の適用もなかった 

日本最大の活断層である中央構造線が５～８㎞の直近に存在する伊方原 

発の審査において，①の原則的立地条件(立地審査指針１，１(１))は適用さ

れなかった。 

ＮＨＫ制作の「ドキュメンタリーＷＡＶＥ『伊方原発問われる「安全神 

話」』」(甲Ｂ２５０）では，松田時彦氏が，伊方原発１号炉の審査の際に，

中央構造線の活動性を指摘したのに，安全審査報告書に全く記載がなく驚

いた旨の証言を行っているし，伊方１号炉の第一審判決である松山地判昭

和５３年４月２５日(乙１９６)は，「本件安全審査報告書には中央構造線

について全く触れていないこと，文書提出命令により被告が裁判所に提出

した書類中にも中央構造線に関するものは存しないこと」(３８８頁上段中

ほど)を認定している。そして，ＮＮＮドキュメンタリー番組(甲Ｂ２１８）

では，四国電力に勤務しで伊方 2 号機の許可申請を担当した原子力防災の

専門家である松野元氏が，「技術者として考えると伊方原発は立地上が問

題で，かつては中央構造線は活断層と言われていなかったからあそこに立

地したんだけど，今は活断層と言われてますから今から立地を考えれば，

伊方ではありえない。」と明言しており，伊方２号炉の判決である松山地

判平成１２年１２月１５日(乙１９７)は，「昭和５２年になされた本件安

全審査においては，前面海域断層群について，沖積層相当層の堆積以後(１

万年前以降)の断層活動は認められないと判断されていたところ，本件許可

処分後の平成８年に発表された岡村教授の調査等に基づく知見により，現
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在では，沖積層相当層の堆積以後(１万年前以降)の断層活動もあると考え

られているのであるから，前面海域断層群の活動性に関する本件安全審査

の判断は，結果的にみて誤りであったことは否定できない。」(１０４頁２

段目)と明快に判示している。 

このように，伊方１号炉は中央構造線が存在しないとして，伊方２号炉(及

び３号炉)は中央構造線が活断層ではないとして，①の原則的立地条件(立

地審査指針１，１(１))の適用を免れて，許可を受けたのであるが，我が国

の他の原発にも①の原則的立地条件(立地審査指針１，１(１))の適用はなく，

立地審査指針は，この点においても全く機能していなかったのである。 

（３）５０年間改定なし 

福島原発事故当時，内閣府原子力安全委員会の委員長であった班目春樹氏

は，「証言班目春樹」(甲Ｂ１１)の中で，「立地審査指針は，ある場所に原

子力関連施設を立地してよいか判断するためのものですが，１９６４年に

制定されて以来，５０年近くも抜本的に改定されていません。」(１７０頁) 

（４）本末転倒で甘々な評価 

上述した班目春樹氏は，「証言班目春樹」(甲Ｂ１１・１４３頁～)で，次の

ように証言して，立地審査指針の規定が本末転倒の規定であったことを認

め，また，東京電力福島原子力発電所事故調査委員会会議録第四号(甲Ａ２

２５・８頁)において，立地審査指針の仮想事故の評価が非常に甘々だった

事実を認めている。 

「(指針類は)全部で約６０あり，原発のほか，原子力にかかわる施設を建

設したいと電力会社などから申請があれば，これらに基づいて審査します。

さらに，運転中の原発であっても，日常から，安全性を確保するため，こ

れらを順守することが必須とされてきました。例えば，１９６４年に制定

され８９年に改訂された『原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断

の目安について』というものがあります。通常『立地審査指針』と言われ
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ているものです。原発を新設する時，その場所に建設していいか，適地な

のかを判断する基準です。その中身は，単純化していうと，原発を立地す

るには，災害が起きそうもない場所を選び，仮に大きな事故が起きたとし

ても，放射性物質の漏出で影響が及ぶ範囲には大勢の人が住んでいないこ

と，というものです。私は事故前から『これはおかしい』と思っていまし

た。本当に安全性の確保につながる指針かと疑っていたので，『原安委と

して，抜本的に見直すべきだ』とあちこちで発言していました。電力会社

は，原発新設の前に設置許可申請書を提出しますが，その中に，『立地審

査指針が満たされている』と必ず記されている。さらに，『最悪の場合に

起きるかもしれない事故(重大事故)で放射性物質が飛散する範囲には人は

住んでおらず(非居住区域)，重大事故を超えるような，起きるとは考えら

れないような事故(仮想事故)でも，放射性物質が飛散する範囲には，殆ど

人は住んでいない(低人口地帯)』とも書いてあります。これはつまり，『ど

んな事故があっても，影響は敷地外に及ばない』という申請書なのです。

どうして，最悪の重大事故でも影響は敷地内にとどまるのかというと，影

響が敷地内にとどまるよう逆に考え事故を設定しているからです。要は

『本末転倒』ということです。しかし，実際，福島原発事故では，敷地を

超えて放射性物質が飛散しました。立地審査指針を満たしていれば，こん

なことは起きない筈でした。」 

「原子炉の安全設計審査指針も奇怪です。 

『長期間にわたる全交流動力電源喪失は，送電線の復旧または非常用交流

電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない』と解説にわざわざ

書いてある。国会事故調，政府事故調共に，この一文が今回の事故をもた

らしたと指摘しています。私も『明らかな間違い』だと思っていました。

しかし，秘書官はこうした指針類の見直しにも否定的でした。原発の維持

を最優先したのでしょう。私は『被告』と怒鳴られたこともあり，言い返
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すことができませんでした。」(１４２頁～) 

（５）改定の必要性 

このように，立地審査指針は，根本的な問題を抱えていたので，その改定

の必要性は当然のこととされ，次のように言われていた。 

ア (旧)原子力安全委員会委員長班目春樹氏(甲Ａ２２５・８頁) 

(立地審査指針は)今度，原子力基本法が改正になれば，その考え方に則っ

て全面的な見直しがなされてしかるべきものだと述べていた。 

イ 原子力規制委員会委員長田中俊一氏(平成２４年１１月１４日原子力規制

委員会記者会見録(甲Ｂ１０４) ・１６頁～） 

立地審査指針について，当初，田中委員長は，次のように述べ，立地審査

指針を改定すると言っていた。 

○記者 日経新聞のカワイと申します。 

 先程の質問に続いてなのですけれども，立地指針の方で仮想事故の話が

出たと思うのですけれども，仮想事故で周辺住民に線量の被ばくの限度み

たいなものが決まっていて，その住民の人数かける被ばく線量を基準とし

て，それが立地の基準になっていたと思うのですけれども，先程おっしゃ

ったのは，福島のような事故を仮想事故として想定すると，それを超えて

しまうような原発がいろいろ出てくるというような，そういうお話という

認識でよろしいのでしょうか。 

○田中委員長 立地指針は，今，御指摘いただいた集団線量の評価もあり

ますけれども，敷地境界で外部線量だと，今，年間２５０m ㏜ですね。そ

ういったところも決まっていますので，今，福島の事故で言うと，境界の

ところで，正確には分かりませんが，多分，今回のシミュレーションの結

果では，１㎞より近いところは計算できていませんけれども，かなり高い

レベルになっていますので，そういう意味で立地指針の趣旨から言うと，

福島のような放出を仮定すると，なかなか立地条件が合わなくなってくる
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ということはいえのではないかと，そんな風に，今，思っています。 

○記者 そうなると，立地指針の改定みたいなものも視野に入れていらっ

しゃるということですか。 

○田中委員長 今，立地指針は敷地境界で２５０(m ㏜)と言っていますけ

れども，実質的に今１００m ㏜にすべきというのが ICRP(国際放射線防護

委員会)とかいろんなあれが出ていて，運用上は１００m ㏜くらいになっ

ていますから，そういった点での指針の改定も今後必要になると思ってい

ます。 

○記者 それの原発への遡及的な適用というのもあり得るのでしょうか。 

○田中委員長 それはあり得ると思います。そうしないと，シビアアクシ

デントマネジメントというか，そういう点でバックフィットというのが意

味をなさなくなりますから，そういうことになると思います。 

 ただ，これまでも特に福島のような状況が起こるということは想定して

いなかったところがありますので，そうなると，２５０(m ㏜)でなくても

１００(m ㏜)でも十分皆さんクリアできていたのですが，実際には，そこ

のところが今回の事故でそういうことが守れない状況もあり得るという

ことが明らかになりましたから，そこはちゃんとした評価をして対策を取

って頂くようにしたいと思っています。 

○記者 最後にします。確認ですが，今おっしゃったのは１００m ㏜等の，

もし新しい基準ができたとしたら，それに当てはまらない原発は再稼働が

できないということでしょうか。 

○田中委員長 そうですね。 

（６）田中委員長らの変節 

ところが，その後，田中委員長らは，立地審査指針を廃止はしないが適用

はしないと言明するようになり(平成２５年４月２４日原子力規制委員会

記者会見録(甲Ｂ１３０)・平成２７年３月１０日原発立地審査指針に関す
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る国会質疑応答資料(甲Ｂ１３１)），結局，改定しないだけでなく，立地審

査指針を無視してしまったのである。しかも，立地審査指針を適用した場

合には，許可できなくなってしまうという全く理由にならない理由で無視

してしまった(甲Ｂ１３１・３頁)のであって，この瑕疵は致命的に重大で

ある。 

（７）立地審査指針無視の致命的瑕疵 

立地審査指針は，唯一の立地基準として，その改定や運用によって，地震・

津波・火山等の大事故の誘因となる事象が考えられる所への原発の立地を

規制し，重大事故や仮想事故の適切な想定によって公衆の放射線災害を防

ぐことができたが，原子力規制委員会は，改定を行わないだけでなく，立

地審査指針を適用した場合には，許可できなくなってしまうという全く理

由にならない理由で無視してしまったものであって，この致命的瑕疵は治

癒不能である。 

第３ 「６－１－２ 現在の立地審査指針の位置づけはどのようなものか」につい

て 

１ 「考え方」の記述 

「考え方」は，立地審査指針が新規制基準に採用・引用されておらず，審査

基準として使用されていない事実を認めた上，その理由として，立地審査指

針の原則的立地条件①は，設置許可基準規則において地盤の安定性や地震等

による損傷防止など，自然的条件ないし社会的条件にかかる個別的な規定と

の関係で考慮されており，原則的立地条件②は，改正原子炉等規制法によっ

て重大事故対策が新たに規制要求事項として追加する等したことによりより

適切に「災害の防止上支障がないこと」について判断できると評価したとし，

また，原則的立地条件③は，改正原子炉等規制法が深層防護の第４の防護レ

ベルに相当する重大事故等対策を法的要求事項とし，原子力災害対策特別措

置法等により深層防護の第５の防護レベルにも対応している上，立地審査指
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針の「低人口地帯」は既許可の原子力施設では発電所敷地内に収まっていた

ことから，その役割を終えたと判断した等としている。 

２ 立地基準の不存在 

「考え方」も記述するように，立地審査指針は，「陸上にて位置する原子炉の

設置に先立って行う安全審査の際，万一の事故に関連して，その立地条件の

適否を判断するためのもの」であった(「考え方」２８２頁)。その唯一の立

地基準であった立地審査指針が，個別規定や重大事故等対策とは異なる存在

価値を有していたことは明らかであって，「考え方」の上記理由が全く理由た

り得ないことは明白である。そして，「低人口地帯」が発電所敷地内に収まっ

ていたことについては立地審査指針の改定によって本来の仮想事故を想定し

直すことで対応すべきであって，不備を改定しないまま不備を理由に役割を

終えたとするのは言語道断である。 

ＩＡＥＡの安全基準「原子炉等の施設の立地評価」（№ＮＳ－Ｒ－３）を挙げ

るまでもなく，立地基準は不可欠であって，その不存在は新規制基準の致命

的欠陥であるといわなければならない。 

３ 原子炉等規制法違反 

改正原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号は，「発電用原子炉施設の位

置，構造及び設備が核燃料物質もしくは各燃料物質によって汚染された物又

は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会

規則で定める基準に適合するものであること」と規定しているが，新規制基

準は，「位置」についての原子力規制委員会規則を欠いており，同法の明文の

規定に明らかに違反している。 

第４ 「６－１－３ 立地審査指針の「(旧)重大事故」，「(旧)仮想事故」と原子炉等

規制法，設置許可基準規則の「重大事故」は同じ意味か」について 

「考え方」は，上記設問を設定した上，立地審査指針の「(旧)重大事故」，「(旧)

仮想事故」は，原子炉格納容器は破損しないことを前提にした上，事故の具体
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的シナリオなどを考慮していなかったのに対し，改正原子炉等規制法，設置許

可基準規則の「重大事故」は，炉心の著しい損傷に至る恐れがある事故につい

て，格納容器の破損を防止するため具体的な事故シナリオを検討する等大幅に

厳しい対策を要求しているとして，立地審査指針よりも重大事故対策が厳しく

なったと我田引水の記述をしている。 

しかし，上述したように，立地審査指針の重大事故，仮想事故が，指針本来の

定義を離れて，発電所敷地内に収まる事故に矮小化されて運用されていたこと

が問題なのであって，これを改めて，より厳しい事故想定をすべきところ，矮

小化されたままの事故想定を前提に，改正原子炉等規制法，設置許可基準規則

の「重大事故」の方が想定が厳しいとして立地審査指針を用いない理由とする

のは，本末転倒であり，設問自体，我田引水の誹りを免れない。 

第５ 「６－１－４ 立地審査指針で要求していた，原子炉施設で発生しうる大き

な事故が敷地周辺の公衆に放射線による確定的影響を与えないという観点に

ついて，現在の法体系においてはどのように考えられているか」について 

「考え方」は，立地審査指針の矮小化された重大事故を前提に，「非居住区域」

の範囲は発電所敷地内に収まっていたとして，設置許可基準等の有効性を主張

するもので，上述したと同様の我田引水の主張に過ぎず，論外である。 

第６ 「６－１－５ 立地審査指針で，「必要に応じ公衆に対して適切な措置を講じ

うる環境にあること」の観点から要求していた「原子炉からある距離の範囲内

であって，非居住区域の外側の地帯は，低人口地帯であること」について，現

在の法体系においてはどのように考えられているか」について 

「考え方」は，立地審査指針の矮小化された仮想事故を前提に，「低人口地帯」

の範囲は発電所敷地内に収まっていたとして，設置許可基準等の有効性を主張

するものであり，また，原子力防災対策が充実・強化されたので立地審査指針

はその役割を終えたと主張するものであって，上述したと同様の我田引水の主

張に過ぎず，論外である。 
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第７ 「６－１－６ 新規制基準等において，社会的影響の観点から，「原子炉敷地

は，人口密集地帯からある距離だけ離れていること」について，現在の法体系

においてはどのように考えられているか」について 

「考え方」は，国際放射線防護委員会の２００７年勧告を引用して，立地審査

指針が考慮した集団線量が社会的影響の考慮としては不適切であり，福島原発

事故を踏まえ半減期の長い放射性物質の総放出量という観点からの規制が合理

的だと主張している。しかし，集団線量は原子炉に起因する社会的リスクを把

握するための指標で，疫学研究の手段として意図された指標ではなく，原子炉

の立地審査や核実験による放射性降下物や原子力事故などの重大事故の評価等

に使われている。上記２００７年勧告は，疫学調査に用いるのは不適切である

とし，特にごく微量な線量に被曝した大集団について癌発生数を求めるために

用いてはならないとしたものに過ぎず，原子炉に起因する社会的リスクの把握

に用いてはならないとしたものではない。また，福島原発事故の際，大量のヨ

ウ素１３１が環境に放出され，現に多数の子供達が甲状腺癌に罹患しているが，

半減期が８日に過ぎないヨウ素１３１を評価しなくて良い理由は何一つとして

ない。 

立地審査指針が考慮した集団線量は，原子炉施設の社会的リスクを評価し，原

子炉の立地審査に用いるのに有用な指標であって，これを不適切とし，セシウ

ム１３７の放出量の評価だけで足りるとした「考え方」の誤りは明白である。 

第８ 結論 

以上述べたところから，立地審査指針を欠く新規制基準に根本的な欠陥があり，

原子炉等規制法に違反する重大な違法があることは明白である。 

因みに，この「考え方」は，作成された直後から，原発訴訟が係属中の全国の

裁判所に，電力事業者側から証拠として提出されている。債務者もこれに従っ

たものである。 

「考え方」の作成とその利用は，原子力規制委員会が，本来の中立性をかなぐ
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り捨て，もはや推進機関に成り下がったことを端的に象徴するものであるとい

わなければならない。 

以上 
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